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2023/08/07 

裁決内容  

裁決番号 令和５年度裁決第８号 

 

裁 決 書 

 

審査請求人 

 住 所 ○○○○ 

 氏 名 ○○○○ 

上記代理人 

 住 所 ○○○○ 

 氏 名 ○○○○ 

処分庁  ○○福祉事務所長 

 

 審査請求人が令和４年７月１日に提起した処分庁による同年４月１９日付け生活保護開

始決定処分（以下「本件処分」という。）についての審査請求（以下「本件審査請求」とい

う。）について、次のとおり裁決する。 

 

主  文 

 

本件審査請求に係る本件処分を取り消す。 

 

第１ 事案の概要 

 １ 令和○○年○○月○○日、審査請求人は処分庁に来所し、現在、○○と生活してお

り、○○とうまくいかないので、今後、単身で生活をしたいが年金が少ないため生活保護

を申請したいとの相談を行った。 

 ２ 同日、処分庁は、審査請求人に対して現時点では○○と２人世帯での申請となるこ

と、転居に係る初期費用は支給対象とならない可能性が高いことを説明した。 

 ３ 令和○○年○○月○○日、審査請求人は、今後住む予定のアパートの見積書を持参

して処分庁に来所した。処分庁は、審査請求人に対して、現在実家で生活しているため初

期費用は支給されないことを説明した。 

 ４ 令和○○年○○月○○日、審査請求人は、居住支援法人○○の支援でアパートを見

つけたとして、見積書を持参し処分庁に来所し、処分庁に対して生活保護を申請した。 
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 ５ 同日、処分庁は、審査請求人住所を訪問し、審査請求人と○○との生活実態を確認

した。処分庁は、現在の生活実態ではアパートの初期費用は支給対象とならないと説明し

た。 

 ６ 令和４年４月１９日、処分庁は、審査請求人を単身世帯として、○○年○○月○○

日から生活保護を開始した（本件処分）。 

 ７ 令和４年５月６日、処分庁は、保護変更決定処分を行った。この際、処分庁は、審

査請求人に対し、敷金等の一時扶助費を支給しなかった。 

 ８ 令和４年７月１日、審査請求人は、上記保護変更決定処分に対して、敷金等の一時

扶助費の支給を求める本件審査請求を提起した。 

 ９ 令和５年３月１４日、審査請求人は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

第３６条の規定による審理員からの質問に対し、本件審査請求の対象となる処分は本件処

分であることを回答した。 

 

第２ 審理関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張 

   審査請求人の主張は、敷金等の一時扶助費の支給を求めるもので、その理由は次の

とおりである。 

  (1) 生活保護申請において、住所地確保で賃貸借契約に要した費用（礼金・敷金・火

災保険保証料）は一時扶助として認められる費用であるにもかかわらず、本人負担とした

のは違法である。 

  (2) 生活保護申請において、同一世帯での生活が困難であることから単身住居を確保

した本件において、世帯分離による生活保護申請が認められない理由は何か不明である。 

  (3) 申請時の生活実態を根拠とするとき「安定した住居のない要保護者」とはどのよ

うな生活実態の者が適応となるのか。本件は、生活保護申請から決定までの間、一時的に

親族宅に身を寄せている状態は「安定した住居」があり、同一世帯での保護という処分庁

の考えです。世帯分離は認めないことに加えて、住居を現に失った状態になるまで生活保

護申請を受け付けないという処分庁の対応は法の趣旨に沿ったものといえるのか。 

  (4) 申請時の資産調査においても本人の所持金及び年金額を踏まえるなら、生活扶助

額以上となる所得がないことが明確であるにも関わらず、不動産会社への礼金敷金保証金

という一時金の支払い能力を自己都合、自己責任とすることは、保護決定後の生活が借金

返済を前提とすることになり、本来の生活保護法の趣旨から逸脱することにならないか。 

 ２ 処分庁の主張 

   処分庁は、本件処分について、次のとおり適正に行われたものであり、処分を取り
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消すことは認められないから、本件審査請求は棄却されるべきであると主張している。 

  (1) 処分庁の調査担当職員が実地調査し、事実確認をしたところ、○○及び審査請求

人から「○○宅で食事をしたり、寝かしてもらっている」との証言を得た。このことから、

審査請求人は○○から住居や食事面の協力があり、「生活保護法による保護の実施要領に

ついて」（昭和３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」とい

う。）第７の４（１）キで定める「保護開始時において、安定した居住のない要保護者」と

は認められず、敷金等は支給対象外と判断した。 

  (2) また、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」（昭和３８年４月１

日社保第３４号厚生省社会局保護課長通知。以下「課長通知」という。）第７問３０の答１

３「住宅が確保できていないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する

場合」との規定があるが、これは、局長通知第７の４（１）カを補足するものであり、こ

れには「被保護者が転居に際し」とある。審査請求人は申請日「被保護者」ではなかった

ため該当しないと判断した。 

 

第３ 裁決の理由 

 １ 本件に係る法令等の規定について 

  (1) 局長通知第７の４（１）キにおいて、「保護開始時において、安定した住居のない

要保護者（保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る。）が住宅の確

保に際し、敷金等を必要とする場合で、オに定める特別基準額以内の家賃又は間代を必要

とする住居を確保するときは、オに定める特別基準額に３を乗じて得た額の範囲内におい

て特別基準の設定があったものとして必要な額を認めて差し支えないこと」と規定されて

いる。 

  (2) 局長通知第７の４（１）カにおいて、「被保護者が転居に際し、敷金等を必要とす

る場合で、オに定める特別基準額以内の家賃又は間代を必要とする住居に転居するときは、

オに定める特別基準額に３を乗じて得た額の範囲内において、特別基準の設定があったも

のとして必要な額を認定して差しつかえないこと。」と規定されている。その上で、課長通

知第７問３０「局長通知第７の４の（１）のカにいう「転居に際し、敷金等を必要とする

場合」とは、どのような場合をいうか。」の答において、「「転居に際し、敷金等を必要とす

る場合」とは、次のいずれかに該当する場合で、敷金等を必要とするときに限られるもの

である。」とされ、その中で、「１３ 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的

に寄宿していた者が転居する場合」とされている。 

  (3) 「生活保護法による保護の実施要領について（昭和３６年４月１日厚生省発社第

１２３号厚生事務次官通知）」第１において、「同一の住居に居住し、生計を一にしている
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者は、原則として、同一世帯員として認定すること。」と規定されている。その上で、局長

通知第１の２において、「同一世帯に属していると認定されるものでも、次のいずれかに該

当する場合は、世帯分離して差しつかえないこと。」とされ、その中で、「（２）要保護者が

自己に対し生活保持義務関係にある者がいない世帯に転入した場合であって、同一世帯と

して認定することが適当でないとき（直系血族の世帯に転入した場合にあっては、世帯分

離を行わないとすれば、その世帯が要保護世帯となるときに限る。）」とされている。 

 ２ 本件処分の違法性について 

  (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２４条第３項に「保護の実施機関は、

保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に

対して書面をもつて、これを通知しなければならない。」とある。また、審査請求人は令和

○○年○○月○○日の保護申請以前の令和○○年○○月○○日にも今後住む予定のアパー

トの見積書を持参して、処分庁を来所し、相談していた。そして、当該保護申請時にも今

後住む予定のアパートの見積書を持参して申請しており、敷金等の一時扶助費についても

支給してほしい旨処分庁に伝えていたことが認められる。 

    よって、処分庁は、本件処分において保護を開始するに当たり、敷金等の一時扶

助費の支給の要否についても判断すべきであったことが認められる。 

  (2) 局長通知第７の４（１）キにおいて、「保護開始時において、安定した住居のない

要保護者（保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る。）が住宅の確

保に際し、敷金等を必要とする場合で、オに定める特別基準額以内の家賃又は間代を必要

とする住居を確保するときは、オに定める特別基準額に３を乗じて得た額の範囲内におい

て特別基準の設定があったものとして必要な額を認めて差し支えないこと」と規定されて

いる。本件において、審査請求人は生活保護の申請から決定までの間、一時的に○○宅に

身を寄せている状態であり、局長通知第７の４（１）キに当てはまる可能性がある。しか

し、処分庁が本件処分をするに当たってのケース診断会議録やケース記録には、審査請求

人が「安定した住居のない要保護者」に該当するかどうかの判断を行った記載はなく、処

分庁は、開始時のケース検討会議等で局長通知第７の４（１）キに該当するかどうかの検

討を行っていない。 

  (3) 局長通知第１の２において、「同一世帯に属していると認定されるものでも、次の

いずれかに該当する場合は、世帯分離して差しつかえないこと。」とされ、その中で、「（２）

要保護者が自己に対し生活保持義務関係にある者がいない世帯に転入した場合であって、

同一世帯として認定することが適当でないとき（直系血族の世帯に転入した場合にあって

は、世帯分離を行わないとすれば、その世帯が要保護世帯となるときに限る。）」とされて

いる。本件において、審査請求人は確実に○○と生計を一にしているということができず、
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局長通知第１の２に当てはまる可能性がある。しかし、処分庁が本件処分をするに当たっ

てのケース診断会議録やケース記録には、審査請求人が局長通知第１の２（２）の「同一

世帯として認定することが適当でないとき」に該当するかどうかの判断を行った記載はな

く、処分庁は、開始時のケース検討会議等において、該当するかどうかの検討を行ってい

ない。 

  (4) また、局長通知第１の２に該当し、世帯分離での保護開始がなされていれば、保

護開始後に課長通知第７問３０答１３を適用し、敷金等の一時扶助費を支給し、転居する

ことも検討できたはずである。 

  (5) 以上のことから、生活保護の開始に際して、敷金等の一時扶助費の支給を行わな

かった処分庁の判断は、必要な検討が十分になされておらず、本件処分には手続上の瑕疵

があることが認められる。 

 ３ 結論 

   以上のとおり、本件審査請求には理由があるから、行政不服審査法第４６条第１項

の規定により、主文のとおり裁決する。 

   なお、審査請求人は、本件処分に対して一時扶助の実施を求めて本件審査請求を提

起したものであるが、審査庁は処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもないため、行

政不服審査法第４６条第１項ただし書の規定により、本件処分を変更することはできない。 

 

令和５年８月７日 

 

審査庁 群馬県知事 山本 一太 

裁決 認容 

 

転入 


